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定 県 第 178 号 議 案

     平成 30303030 年度神奈川県一般会計補正予算（第 7777 号）

第 1 条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 116 億 4,852 万 8 千円を追加し、歳入

 2   歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

  歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 兆 8,211 億 4,155 万 3 千円とする。

（歳入歳出予算の補正）

  平成30年度神奈川県一般会計の補正予算（第 7 号）は、次に定めるところによる。

 2   歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

（繰越明許費の補正）

第 2 条  繰越明許費の追加は、「第 2 表  繰越明許費追加」による。

  予算の金額は、「第 1 表  歳入歳出予算補正」による。

 2   繰越明許費の変更は、「第 3 表  繰越明許費変更」による。

（地方債の補正）

神奈川県知事    黒    岩    祐    治

平成 31年 2月 13日 提出

第 3 条  地方債の変更は、「第 4 表  地方債変更」による。
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第  表 歳入歳出予算補正1

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

4 地 方 交 付 税 94,590,541 1,474,081 96,064,622

1 地 方 交 付 税 94,590,541 1,474,081 96,064,622

6 分担金及び負担金 624,275 95,171 719,446

1 分 担 金 30,278 13,250 43,528

2 負 担 金 593,997 81,921 675,918

8 国 庫 支 出 金 108,249,508 5,264,276 113,513,784

2 国 庫 補 助 金 55,315,547 5,264,276 60,579,823

13 諸 収 入 23,036,579 32,000 23,068,579

6 負 担 交 付 収 入 5,674,747 32,000 5,706,747

14 県 債 182,070,000 4,783,000 186,853,000

1 県 債 182,070,000 4,783,000 186,853,000

歳 入 合 計 1,809,493,025 11,648,528 1,821,141,553

2



歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

2 総 務 費 328,763,552 374,507 329,138,059

1 政 策 費 8,763,701 290,517 9,054,218

9 国 際 文 化 観 光 費 7,308,582 990 7,309,572

10 ス ポ ー ツ 費 2,281,421 83,000 2,364,421

3 環 境 費 10,448,713 26,259 10,474,972

3 自 然 保 護 費 1,170,893 26,259 1,197,152

4 民 生 費 259,745,285 301,668 260,046,953

2 障 害 福 祉 費 61,577,622 23,424 61,601,046

3 老 人 福 祉 費 99,424,151 34,039 99,458,190

5 児 童 福 祉 費 75,271,778 244,205 75,515,983

5 衛 生 費 191,542,327 110,286 191,652,613

4 医 薬 費 155,693,001 110,286 155,803,287

7 農 林 水 産 業 費 14,253,657 797,955 15,051,612

1 農 業 費 1,704,132 39,583 1,743,715

2 畜 産 業 費 430,355 187,772 618,127

3 農 地 費 2,180,826 395,600 2,576,426

5 水 産 業 費 2,202,623 175,000 2,377,623

9 土 木 費 97,348,441 10,037,853 107,386,294

1 土 木 管 理 費 10,558,922 25,305 10,584,227

2 道 路 橋 り よ う 費 39,245,074 4,684,548 43,929,622

3 河 川 海 岸 費 14,786,942 1,975,000 16,761,942

4 砂 防 費 7,433,018 2,335,000 9,768,018

5 港 湾 費 1,706,745 50,000 1,756,745

3



款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

7 都 市 計 画 費 6,936,136 967,000 7,903,136

8 下 水 道 費 3,834,669 1,000 3,835,669

歳 出 合 計 1,809,493,025 11,648,528 1,821,141,553

4



　第 2 表　繰越明許費追加

款 項 事　　　業　　　名 金　　額

2 総 務 費 83,990
千円

9 国 際 文 化 観 光 費 990

地 域 国 際 化 推 進 費 990

83,00010 ス ポ ー ツ 費

ス ポ ー ツ 施 設 整 備 費 83,000

85,561

23,424

民間障害福祉施設非常用

2 障 害 福 祉 費

4 民 生 費

民間障害福祉施設非常用
自家発電設備整備費補助

23,424

3 老 人 福 祉 費 34,039

高 齢 者 施 設 非 常 用
自家発電設備等整備費補助

34,039

5 児 童 福 祉 費 28,098

母子家庭等自立支援事業費 28,098

医 薬 費 110,286

5 児 童 福 祉 費 28,098

災害時医療救護体制整備費 100,286

5 衛 生 費 4

在 宅 人 工 呼 吸 器 非 常 用
自家発電設備整備費補助

10,000

災害時医療救護体制整備費 100,286

1

農林水産業費7

1,360

427,532

農 業 費1

畜産経営環境整備事業費 187,772

1,360農 業 費

産 地 活 性 化 事 業 費 1,360

2 畜 産 業 費 187,772

5

3 農 地 費

70,000農 地 保 全 事 業 費

238,400

5



款 項 事　　　業　　　名 金　　額

25,305

湛 水 防 除 事 業 費 168,400

9 土 木 費

千円

合　　　　　　　　　　　計 732,674

地 籍 調 査 費 25,305

25,3051 土 木 管 理 費
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京 浜 臨 海 部
活 性 化 推 進 費

514,6002 総務費 1 政 策 費
京 浜 臨 海 部
活 性 化 推 進 費

224,083

事 業 名 金　額事 業 名 金　額

　第 3 表　繰越明許費変更

款 項
補 正 前 補 正 後

千円千円

7
農林水
産業費

3 農 地 費 農村振興整備事業費 34,960 農村振興整備事業費 74,960

50,009

7
農林水
産業費

1 農 業 費
農 業 経 営 体
育 成 支 援 事 業 費

409,138
農 業 経 営 体
育 成 支 援 事 業 費

447,361

活 性 化 推 進 費

3 環境費 3 自然保護費 自然公園施設整備費 23,750 自然公園施設整備費

活 性 化 推 進 費

930,157

農 業 用 施 設
防 災 対 策 事 業 費

136,380

7
農林水
産業費

5 水 産 業 費 県営漁港整備事業費 755,157 県営漁港整備事業費

7
農林水
産業費

3 農 地 費
農 業 用 施 設
防 災 対 策 事 業 費

19,180

産業費

9 土木費 2
道 路
橋りよう費

1,251,908道路災害防除事業費 道路災害防除事業費 2,029,208

1,101,947 橋 り よ う 補 修 費

9 土木費 2
道 路
橋りよう費

9 土木費 2
道 路
橋りよう費

橋 り よ う 補 修 費

交 通 安 全 施 設 等
整 備 費

9 土木費 2
道 路
橋りよう費

187,017
電 線 地 中 化
促 進 事 業 費

1,857,499

1,927,947

電 線 地 中 化
促 進 事 業 費

道 路

交 通 安 全 施 設 等
整 備 費

372,523

2,545,509

527,709

9 土木費 3 河川海岸費 河 川 改 修 事 業 費 河 川 改 修 事 業 費

9 土木費 3 河川海岸費
水 防 情 報 基 盤
緊 急 整 備 事 業 費

271,709
水 防 情 報 基 盤
緊 急 整 備 事 業 費

道 路 改 良 費 5,592,1429 土木費 2
道 路
橋りよう費

道 路 改 良 費 3,884,410

9 土木費 3 河川海岸費 都市基盤河川改修費 494,840 都市基盤河川改修費 630,840

2,733,868 3,949,868

9 土木費 3 河川海岸費 都市基盤河川改修費 494,840 都市基盤河川改修費 630,840

9 土木費 3 河川海岸費 海 岸 高 潮 対 策 費 206,439 海 岸 高 潮 対 策 費 373,439

9 土木費 4 砂 防 費 通 常 砂 防 事 業 費 3,180,654 通 常 砂 防 事 業 費 5,330,654

9 土木費 4 砂 防 費
急 傾 斜 地
崩 壊 対 策 事 業 費

1,142,425
急 傾 斜 地
崩 壊 対 策 事 業 費

1,327,4259 土木費 4 砂 防 費
急 傾 斜 地
崩 壊 対 策 事 業 費

1,142,425

土木費 5 港 湾 費 港 湾 改 修 費 110,629

急 傾 斜 地
崩 壊 対 策 事 業 費

1,327,425

160,629

9 土木費 7 都市計画費 都市再開発事業費 1,731,231 都市再開発事業費

9

都 市 公 園 整 備 費 260,4649 土木費 7 都市計画費 都 市 公 園 整 備 費 150,464

港 湾 改 修 費

2,588,231

7

都 市 公 園 整 備 費 260,4649 土木費 7 都市計画費 都 市 公 園 整 備 費 150,464

7



 (総務債)
借入先

起債の目的
補　　　　　正　　　　　前

起債の方法 償還の方法

償還期間年京浜臨海部活

補　　　　　正　　　　　後

限 度 額 限 度 額

借入先180,000 470,000

償還の方法

年

利率 起債の方法 利率

　第 4 表　地方債変更

償還期間

千円 千円

 (総務債)

 (環境債)

141,000

103,000

借入先
　財務省、
　銀行又は
　その他

78,000

償還期間
　据置期間
　を含め60
　年以内。
　ただし、
　財政の都
　合により
　償還年限
　を短縮し､
　繰り上げ

整 備 事 業 費

年
5.0%
以内｡
ただ
し、
利率
見直
し方
式で
借り

京浜臨海部活

整 備 費

借入方法
　債券発行
　（他の地
　方公共団
　体との共

借入方法
　債券発行
　（他の地
　方公共団
　体との共

借入先
　財務省、
　銀行又は
　その他

180,000 470,000

スポーツ施設

年
5.0%
以内｡
ただ
し、
利率
見直
し方
式で
借り

自然公園施設

性推進事業費

130,000

償還期間
　据置期間
　を含め60
　年以内。
　ただし、
　財政の都
　合により
　償還年限
　を短縮し､
　繰り上げ

 (農林水産業債)

 (土木債)

　繰り上げ
　し、又は
　低利債に
　借り替え
　ることが
　できる。

借り
入れ
る公
的資
金に
つい
て、
利率
の見

整 備 費 　体との共
　同発行を
　含む｡)又
　は普通貸
　借の方法
　による。
　債券発行
　の場合に
　おける発
　行価格に

　体との共
　同発行を
　含む｡)又
　は普通貸
　借の方法
　による。
　債券発行
　の場合に
　おける発
　行価格に

償還財源

一 般 公 共
事 業 費

借り
入れ
る公
的資
金に
つい
て、
利率
の見

25,881,000

1,671,000 1,842,000

一 般 公 共
事 業 費

21,595,000

　繰り上げ
　し、又は
　低利債に
　借り替え
　ることが
　できる。

償還財源

借入時期
　平成30年
　度。ただ
　し、事業

の見
直し
を行
つた
後に
おい
ては､
当該
見直
し後

　おける発
　行価格に
　ついては､
　知事が定
　める。

　おける発
　行価格に
　ついては､
　知事が定
　める。

償還財源
　一般歳入
　又はその
　他

の見
直し
を行
つた
後に
おい
ては､
当該
見直
し後

借入時期
　平成30年
　度。ただ
　し、事業

償還財源
　一般歳入
　又はその
　他

　し、事業
　その他の
　都合によ
　り、その
　一部又は
　全部を翌
　年度に繰
　り延べ起
　債するこ
　とができ

し後
の利
率と
する｡

し後
の利
率と
する｡

　し、事業
　その他の
　都合によ
　り、その
　一部又は
　全部を翌
　年度に繰
　り延べ起
　債するこ
　とができ　とができ

　る。

その他
　経済界そ
　の他の状
　況により
　長期債の

その他
　経済界そ
　の他の状
　況により
　長期債の

　とができ
　る。

　長期債の
　借り入れ
　が適当で
　ないと認
　めるとき
　は、知事
　が適宜償
　還期間を
　定め、長
　期債を償

　長期債の
　借り入れ
　が適当で
　ないと認
　めるとき
　は、知事
　が適宜償
　還期間を
　定め、長
　期債を償

8

　期債を償
　還財源と
　する短期
　債をもつ
　て一時本

　期債を償
　還財源と
　する短期
　債をもつ
　て一時本

8



補　　　　　正　　　　　前

限 度 額 償還の方法

補　　　　　正　　　　　後

起債の方法 利率起債の方法 利率 償還の方法限 度 額
起債の目的

　起債にか
　えること
　ができる｡
　この場合
　長期債の

　起債にか
　えること
　ができる｡
　この場合
　長期債の

千円 千円

合　　　計 182,070,000 186,853,000

　長期債の
　借入時期
　は、短期
　債の償還
　終期まで
　延長する｡

　長期債の
　借入時期
　は、短期
　債の償還
　終期まで
　延長する｡

合　　　計 182,070,000 186,853,000
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定 県 第 179 号 議 案

           平成 30303030 年度神奈川県流域下水道事業会計

           補正予算（第 2222 号）

（歳入歳出予算の補正）

  平成30年度神奈川県流域下水道事業会計の補正予算（第 2 号）は、次に定めるところ

による。

           補正予算（第 2222 号）

第 1 条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3 億 4,100 万円を追加し、歳入歳出予第 1 条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3 億 4,100 万円を追加し、歳入歳出予

 2   歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

  予算の金額は、「第 1 表  歳入歳出予算補正」による。

  算の総額を歳入歳出それぞれ 196 億 9,157 万 9 千円とする。

（繰越明許費の補正）

第 2 条  繰越明許費の変更は、「第 2 表  繰越明許費変更」による。

平成31年 2月 13日 提出

（地方債の補正）

第 3 条  地方債の変更は、「第 3 表  地方債変更」による。

第 2 条  繰越明許費の変更は、「第 2 表  繰越明許費変更」による。

神奈川県知事    黒    岩    祐    治
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第  表 歳入歳出予算補正1

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 流域下水道事業収入 19,350,579 341,000 19,691,579

1 分担金及び負担金 10,494,563 86,000 10,580,563

2 国 庫 支 出 金 2,557,921 212,000 2,769,921

4 繰 入 金 3,823,072 1,000 3,824,072

7 県 債 749,000 42,000 791,000

歳 入 合 計 19,350,579 341,000 19,691,579

歳 出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 流域下水道事業費 19,350,579 341,000 19,691,579

1 流域下水道建設費 4,791,243 341,000 5,132,243

歳 出 合 計 19,350,579 341,000 19,691,579

12



事 業 名 金　額

1,607,7831
流 域
下水道 1

流域下水道
建 設 費

　第 2 表　繰越明許費変更

款 項
補 正 前 補 正 後

1,306,783

事 業 名 金　額

相 模 川 流 域
下 水 道 事 業 費

相 模 川 流 域
下 水 道 事 業 費

千円千円

1
流 域
下水道
事業費

1
流域下水道
建 設 費

1,607,7831 下水道
事業費

1
建 設 費

1,306,783
下 水 道 事 業 費 下 水 道 事 業 費

酒 匂 川 流 域
下 水 道 事 業 費

397,100
酒 匂 川 流 域
下 水 道 事 業 費

437,100
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 (土木債)
年 年

補　　　　　正　　　　　後

限 度 額 起債の方法 利率 償還の方法

償還期間489,000 借入先

起債の目的
補　　　　　正　　　　　前

限 度 額 起債の方法 利率 償還の方法

償還期間借入先453,000

　第 3 表　地方債変更

相 模 川 流 域

千円 千円千円

年 年

 (土木債)

償還期間
　据置期間
　を含め60
　年以内。
　ただし、
　財政の都
　合により
　償還年限
　を短縮し､
　繰り上げ

借入方法
　債券発行
　又は普通
　貸借の方
　法による｡

220,000

489,000 借入先
　財務省、
　銀行又は
　その他

5.0%

以内

償還期間
　据置期間
　を含め60
　年以内。
　ただし、
　財政の都
　合により
　償還年限
　を短縮し､
　繰り上げ

214,000

借入先
　財務省、
　銀行又は
　その他

借入方法
　債券発行
　又は普通
　貸借の方
　法による｡

以内

5.0%

453,000

酒 匂 川 流 域
下水道事業費

相 模 川 流 域
下水道事業費

償還財源

　繰り上げ
　し、又は
　低利債に
　借り替え
　ることが
　できる。

　法による｡
　債券発行
　の場合に
　おける発
　行価格に
　ついては､
　知事が定
　める。

償還財源

　繰り上げ
　し、又は
　低利債に
　借り替え
　ることが
　できる。

　法による｡
　債券発行
　の場合に
　おける発
　行価格に
　ついては､
　知事が定
　める。

償還財源
　繰入金又
　はその他

償還財源
　繰入金又
　はその他

借入時期
　平成30年
　度。ただ
　し、事業
　その他の
　都合によ
　り、その
　一部又は
　全部を翌

借入時期
　平成30年
　度。ただ
　し、事業
　その他の
　都合によ
　り、その
　一部又は
　全部を翌 　全部を翌

　年度に繰
　り延べ起
　債するこ
　とができ
　る。

その他
　経済界そ

　全部を翌
　年度に繰
　り延べ起
　債するこ
　とができ
　る。

その他
　経済界そ　経済界そ

　の他の状
　況により
　長期債の
　借り入れ
　が適当で
　ないと認
　めるとき
　は、知事

　経済界そ
　の他の状
　況により
　長期債の
　借り入れ
　が適当で
　ないと認
　めるとき
　は、知事　は、知事

　が適宜償
　還期間を
　定め、長
　期債を償
　還財源と
　する短期
　債をもつ
　て一時本
　起債にか

　は、知事
　が適宜償
　還期間を
　定め、長
　期債を償
　還財源と
　する短期
　債をもつ
　て一時本
　起債にか

14

　起債にか
　えること
　ができる｡
　この場合

　起債にか
　えること
　ができる｡
　この場合

14



限 度 額 償還の方法起債の方法 利率

　長期債の
　借入時期
　は、短期
　債の償還
　終期まで

起債の目的
補　　　　　正　　　　　前 補　　　　　正　　　　　後

限 度 額 起債の方法 利率 償還の方法

　長期債の
　借入時期
　は、短期
　債の償還
　終期まで

千円 千円

　終期まで
　延長する｡

791,000

　終期まで
　延長する｡

合　　計 749,000
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